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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
四
二
〇
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
平
成
十
九
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施
（
四
二
一
・
河

川
砂
防
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
事
項
の
変
更
の
届
出
（
四
二
二
・
会
計

管
財
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
証
紙
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更
の
承
認
（
四
二
三
・
会
計
管
財
課
）
…
３

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
四
百
二
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、

同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

告
　
　
　
　
　
　
示

郡
　
市

男
鹿
市

〃
潟
上
市

〃

北
秋
田
郡

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
潟
上
市

〃

北
秋
田
郡

〃〃〃

番
号一二三

町
　
村

上
小
阿
仁
村

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

上
小
阿
仁
村

〃〃〃

（
大
字
）

船
越〃

天
王〃

沖
田
面

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃天
王〃

沖
田
面

〃〃〃

字一
向〃

追
分
西

浜
山

萩
形〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

追
分
西

浜
山

萩
形〃〃〃

地
　
　
番

二
〇
七
の
五
九

三
〇
〇

二
六
の
七
四

二
の
六

四四
の
二

四
の
三

九
二
の
二

九
二
の
三

九
二
の
四

九
二
の
五

九
二
の
六

九
二
の
七

九
二
の
八

九
二
の
九

九
二
の
一
〇

九
二
の
一
四

九
二
の
一
七

二
六
の
七
四

二
の
六

四四
の
二

四
の
三

九
二
の
二

台

帳

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

六
七

一
、
〇
八
四

一
五
、
二
〇
八

三
二
、
〇
九
六

一
九
六
、
九
八
三

一
、
〇
五
六

八
六
七

一
八
一
、
八
四
八

二
、
一
九
六

九
六
四

五
六
〇

五
〇
四

七
四
二

五
一
五

六
九
九

三
五
九

一
八
六

三
四
五

一
五
、
二
〇
八

三
二
、
〇
九
六

一
九
六
、
九
八
三

一
、
〇
五
六

八
六
七

一
八
一
、
八
四
八

実

測

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
〇
〇
六
七

〇
・
一
〇
八
四

一
・
五
二
〇
八

三
・
二
〇
九
六

一
九
・
六
九
八
三

〇
・
一
〇
五
六

〇
・
〇
八
六
七

一
八
・
一
八
四
八

〇
・
二
一
九
六

〇
・
〇
九
六
四

〇
・
〇
五
六
〇

〇
・
〇
五
〇
四

〇
・
〇
七
四
二

〇
・
〇
五
一
五

〇
・
〇
六
九
九

〇
・
〇
三
五
九

〇
・
〇
一
八
六

〇
・
〇
三
四
五

一
・
五
二
〇
八

三
・
二
〇
九
六

一
九
・
六
九
八
三

〇
・
一
〇
五
六

〇
・
〇
八
六
七

一
八
・
一
八
四
八

保

安

林

指

定

実

測

面

積

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

〇
・
〇
〇
六
七

〇
・
一
〇
八
四

一
・
五
二
〇
八

三
・
二
〇
九
六

一
九
・
六
九
八
三

〇
・
一
〇
五
六

〇
・
〇
八
六
七

一
八
・
一
八
四
八

〇
・
二
一
九
六

〇
・
〇
九
六
四

〇
・
〇
五
六
〇

〇
・
〇
五
〇
四

〇
・
〇
七
四
二

〇
・
〇
五
一
五

〇
・
〇
六
九
九

〇
・
〇
三
五
九

〇
・
〇
一
八
六

〇
・
〇
三
四
五

一
・
五
二
〇
八

三
・
二
〇
九
六

一
九
・
六
九
八
三

〇
・
一
〇
五
六

〇
・
〇
八
六
七

一
八
・
一
八
四
八

立
木
の
伐

採
の
限
度

（
附
属
明

細
書
の
と

お
り
）

間
伐
そ
の
他

特
別
の
場
合

の
伐
採
に
係

る
も
の

（
附
属
明
細

書

の

と

お

り
）

標
準
伐
期
齢

主
伐
と
し
て
伐

採
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木

の
所
在
す
る
市

町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備

計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以

上
の
も
の
と
す

る
。

伐

採

種

別

（
附
属
明
細

書

の

と

お

り
）

指
定
の
目
的

風
害
の
防
備

干
害
の
防
備

公
衆
の
保
健

森
　
　
林
　
　
の
　
　
所
　
　
在
　
　
場
　
　
所

全
　
　
　
　
面
　
　
　
　
積

指
　
　
定
　
　
施
　
　
業
　
　
要
　
　
件

立

木

の

伐

採

の

方

法
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秋
田
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平
成
十
九
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を

実
施
す
る
の
で
、
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三

年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

（二）

場
所

秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎
　
八
階
　
大

会
議
室

二
　
試
験
科
目

（一）

法
令

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

（二）

技
術

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
本
的
な
土
木
及
び
河
川

工
学
に
関
す
る
事
項
を
含
む
）

三
　
受
験
資
格

年
齢
、
性
別
及
び
学
歴
は
問
わ
な
い
。

四
　
受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

（一）

受
験
願
書

秋
田
県
で
印
刷
し
た
所
定
用
紙

（二）

履
歴
書

秋
田
県
で
印
刷
し
た
所
定
用
紙

（三）

写
真

受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
脱
帽
、
無
背
景
で
上
半
身
を
正
面
か

ら
撮
影
し
た
縦
十
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
手

札
形
）
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
、
氏
名
、
年
齢
及
び
撮
影
年
月
日
を

記
載
し
た
も
の
　
一
枚

五
　
受
験
願
書
及
び
履
歴
書
用
紙
の
配
付

（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
九
月
三
日
（
月
）

か
ら
同
年
十
月
十
二
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（二）

場
所

秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局
建
設
部

六
　
受
験
願
書
の
受
付

（一）

期
間
及
び
時
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
九
月
十
日
（
月
）

か
ら
同
年
十
月
十
二
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（二）

場
所

秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局
建
設
部

七
　
受
験
手
数
料

（一）

七
千
六
百
円

（二）

納
付
方
法

受
験
願
書
を
提
出
す
る
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八
　
合
格
者
の
発
表

合
格
発
表
は
合
格
者
に
通
知
し
て
行
う
ほ
か
、
平
成
十
九
年
十
二
月
五

日
（
水
）
に
県
庁
正
面
、
秋
田
地
方
総
合
庁
舎
及
び
各
地
域
振
興
局
庁
舎

の
公
告
掲
示
板
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
秋
田
県
公
報
に
登
載
す
る
。

九
　
試
験
結
果
の
開
示
請
求

（一）

開
示
内
容

科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

（二）

開
示
請
求
の
受
付
期
間

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
、
平
成
十
九
年
十
二
月
五
日

（
水
）
か
ら
平
成
二
十
年
一
月
四
日
（
火
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で

（三）

開
示
す
る
場
所

秋
田
県
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
及
び
秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局

建
設
部

十
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
建
設
交
通
部
河
川
砂
防
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
五
一

二
）
又
は
秋
田
県
内
の
各
地
域
振
興
局
建
設
部

秋
田
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
事
項

の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

（
「
附
属
明
細
書
」
は
、
省
略
し
、
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
、
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
上
小
阿
仁
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

〃
潟
上
市

〃

北
秋
田
郡

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

三

〃

上
小
阿
仁
村

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃天
王〃

沖
田
面

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

〃
追
分
西

浜
山

萩
形〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

九
二
の
一
七

二
六
の
七
四

二
の
六

四四
の
二

四
の
三

九
二
の
二

九
二
の
三

九
二
の
四

九
二
の
五

九
二
の
六

九
二
の
七

九
二
の
八

九
二
の
九

九
二
の
一
〇

九
二
の
一
四

九
二
の
一
七

三
四
五

一
五
、
二
〇
八

三
二
、
〇
九
六

一
九
六
、
九
八
三

一
、
〇
五
六

八
六
七

一
八
一
、
八
四
八

二
、
一
九
六

九
六
四

五
六
〇

五
〇
四

七
四
二

五
一
五

六
九
九

三
五
九

一
八
六

三
四
五

〇
・
〇
三
四
五

一
・
五
二
〇
八

三
・
二
〇
九
六

一
九
・
六
九
八
三

〇
・
一
〇
五
六

〇
・
〇
八
六
七

一
八
・
一
八
四
八

〇
・
二
一
九
六

〇
・
〇
九
六
四

〇
・
〇
五
六
〇

〇
・
〇
五
〇
四

〇
・
〇
七
四
二

〇
・
〇
五
一
五

〇
・
〇
六
九
九

〇
・
〇
三
五
九

〇
・
〇
一
八
六

〇
・
〇
三
四
五

〇
・
〇
三
四
五

一
・
五
二
〇
八

三
、
二
〇
九
六

一
九
・
六
九
八
三

〇
・
一
〇
五
六

〇
・
〇
八
六
七

一
八
・
一
八
四
八

〇
・
二
一
九
六

〇
・
〇
九
六
四

〇
・
〇
五
六
〇

〇
・
〇
五
〇
四

〇
・
〇
七
四
二

〇
・
〇
五
一
五

〇
・
〇
六
九
九

〇
・
〇
三
五
九

〇
・
〇
一
八
六

〇
・
〇
三
四
五

公
衆
の
保
健
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告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
五
十
七
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更
の

承
認
を
し
た
の
で
、
同
規
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
南
秋
田
郡
五
城
目
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款

変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
八
月
二
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

平
成
十
九
年
八
月
十
七
日
（
第
千
九
百
三
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
四
百

一
号
（
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
）

（
原
稿
誤
り
）

公
　
　
　
　
　
　
告

変
　
　
更
　
　
後

秋
田
市
山
王
三
丁
目
七
番
二
十

一
号

社
団
法
人
秋
田
県
危
険
物
安
全

協
会
連
合
会

変
　
　
更
　
　
前

秋
田
市
中
通
六
丁
目
七
番
九
号

社
団
法
人
秋
田
県
危
険
物
安
全

協
会
連
合
会

売
り
さ
ば
き
人
の
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称

売
り
さ
ば
き
人
の
事
務

所
の
所
在
地
及
び
名
称

秋
田
市
山
王
三
丁
目
七

番
二
十
一
号

社
団
法
人
秋
田
県
危
険

物
安
全
協
会
連
合
会

変
　
更
　
前

秋
田
市
中
通
六
丁
目

七
番
九
号
（
秋
田
県

畜
産
会
館
内
）

変
　
更
　
後

秋
田
市
山
王
三
丁
目

七
番
二
十
一
号
（
秋

田
県
石
油
会
館
内
）

売

り

さ

ば

き

場

所

正
　
　
　
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
ほ
ほ
え
み

山
本
郡
三
種
町
森
岳
字
木
戸
沢
百
十
五
番
地
十
六

介
護
予
防
通
所
介
護

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

株
式
会
社
五
十
嵐
企
画
　
代
表
取
締
役

ケ
ア
セ
ン
タ
ー
ほ
ほ
え
み

山
本
郡
三
種
町
森
岳
字
木
戸
沢
百
十
五
番
地
十
六

介
護
予
防
通
所
介
護

平
成
十
九
年
五
月
一
日

株
式
会
社
五
十
嵐
企
画
　
代
表
取
締
役

１
ペ
ー
ジ
表
中

はの
誤
り



古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu

b
arain

satsu
.co.jp


